
四日市市少年自然の家条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月２８日 

四日市市教育長 廣 瀬 琢 也 

 

四日市市教委規則第８号 

四日市市少年自然の家条例施行規則の一部を改正する規則  

 四日市市少年自然の家条例施行規則（昭和６２年四日市市教委規則第２号）の

一部を次のように改正する。  

 

第２号様式を次のように改める。  

 

  



 

  



 

 

  



第３号様式を次のように改める。  

 

  



 

 

 

  



附 則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する 

 

（こども未来部こども未来課）  

 


